
令 和 3 年 第 4 回

さくら市議会定例会議案書
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付 議 事 件
第 4 回定例会

番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

1 さくら市個人情報保護条例の一部改正について 市 長 P 5

2 さくら市国民健康保険条例の一部改正について 〃 P 6

3 令和 3 年度さくら市一般会計補正予算（第 7 号） 〃 P 7

4
令和 3 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区

画整理事業特別会計補正予算（第 1 号）
〃 P 51

5
令和 3 年度さくら市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第 1 号）
〃 P 69

6
令和 3年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第

2 号）
〃 P 85

7
令和 3 年度さくら市水道事業会計補正予算（第 1

号）
〃 P103

8
令和 3 年度さくら市下水道事業会計補正予算（第 1

号）
〃 P105

9 指定管理者の指定について（さくら市営駐車場） 〃 P107

10

指定管理者の指定について（さくら市社会福祉セ

ンター、さくら市氏家福祉センター及びさくら市

生きがいセンター）

〃 P108

11 指定管理者の指定について（氏家児童センター） 〃 P109

12
指定管理者の指定について（南小学童保育センタ

ー）
〃 P110

13 指定管理者の指定について（さくら市温泉浴場） 〃 P111

14
指定管理者の指定について（さくら市総合交流タ

ーミナル）
〃 P112

15 市道路線の認定について 〃 P113

16 南和田辺地に係る総合整備計画の変更について 〃 P114
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番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

報告

1

専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決

定及び和解）
市 長 P117

諮問

１
人権擁護委員候補者の推薦について 〃 P119
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議案第 1 号

さくら市個人情報保護条例の一部改正について

さくら市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市個人情報保護条例の一部を改正する条例

さくら市個人情報保護条例（平成 17 年さくら市条例第 10 号）の一部

を次のように改正する。

第 6 条第 2 項中第 2 号を第 3 号とし、第 1 号の次に次の 1 号を加える。

(2) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得な

いと認められるとき。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 2 号

さくら市国民健康保険条例の一部改正について

さくら市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市国民健康保険条例の一部を改正する条例

さくら市国民健康保険条例（平成 17 年さくら市条例第 121 号）の一部

を次のように改正する。

第 8 条第 1 項中「40 万 4,000 円」を「40 万 8,000 円」に改める。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和 4 年 1 月 1 日から施行する。

（経過措置）

2 この条例の施行による改正後のさくら市国民健康保険条例の規定は、

この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の

額から適用し、この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産

育児一時金の額については、なお従前の例による。
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議案第 3 号

令和 3 年度さくら市一般会計補正予算（第 7 号）

令和 3 年度さくら市の一般会計の補正予算（第 7 号）は、次に定める

ところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 億 7,756 万 3

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 201 億 6,539

万 8 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定に

より翌年度に繰り越して使用することができる経費は ､「第 2 表 繰

越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 既定の債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」

による。

（地方債の補正）

第 4 条 既定の地方債の追加、変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

(単 位 ： 千 円 )

款 項 事 業 名 金 額

9 消 防 費 1 消 防 費 消 防 団 運 営 事 業 1 3 , 3 8 3

1 0 教 育 費 5 社 会 教 育 費 氏 家 公 民 館 運 営 事 業 6 0 , 0 0 0
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第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加 (単 位 ： 千 円 )

事 項 期 間 限 度 額

議 会 だ よ り 印 刷 製 本 費
令 和 3 年 度 か ら

令 和 4 年 度 ま で
2 , 0 0 0

広 報 さ く ら 印 刷 製 本 費
令 和 3 年 度 か ら

令 和 4 年 度 ま で
9 , 7 0 1

さ く ら 市 営 駐 車 場 指 定 管 理

委 託

令 和 3 年 度 か ら

令 和 8 年 度 ま で
3 1 , 5 0 0

社 会 福 祉 施 設 管 理 運 営 業 務
令 和 3 年 度 か ら

令 和 8 年 度 ま で
2 6 , 2 1 5

南 小 学 童 保 育 セ ン タ ー 指 定

管 理 業 務 委 託

令 和 3 年 度 か ら

令 和 8 年 度 ま で
1 1 5 , 0 0 0

氏 家 児 童 セ ン タ ー 指 定 管 理

業 務 委 託

令 和 3 年 度 か ら

令 和 8 年 度 ま で
2 3 5 , 0 0 0

総 合 交 流 タ ー ミ ナ ル 管 理 業

務 委 託

令 和 3 年 度 か ら

令 和 8 年 度 ま で
2 4 7 , 0 0 0

さ く ら 市 温 泉 浴 場 （ 第 1、 第

2） 管 理 業 務 委 託

令 和 3 年 度 か ら

令 和 8 年 度 ま で
1 5 0 , 4 0 0

道 路 管 理 業 務 委 託
令 和 3 年 度 か ら

令 和 4 年 度 ま で
5 4 , 0 0 0
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第4表　地方債補正

追　加 （単位：千円）

起債の目的

変　更 （単位：千円）

限 度 額
起 債 の
方 法

利 率 償還の方法 限 度 額
起 債 の
方 法

利 率 償 還 の 方 法

千円 千円

1,000,000 993,745

限　度　額 起債の方法 利　　率 償還の方法

千円

55,800

補　　　　　　正　　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後

氏家公民館空調
改修事業費

普通貸借
又　　は
証券発行

　4.0%以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れる資
金について、利率
の見直しを行った
後においては当該
見直し後の利率と
する。）

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものによる。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
限を延長し、短縮し、
若しくは繰上償還、又
は借換えすることがで
きる。

起債の目的

臨時財政対策債

普通貸借　
又　　は　
証券発行

　4.0%以
内（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れる資
金につい
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては当該
見直し後
の利率と
する。）

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
はその債権者
と協定するも
のによる。た
だし、市財政
の都合により
据置期間及び
償還期限を延
長し、短縮
し、若しくは
繰上償還、又
は借換えする
ことができ
る。

補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ
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令和3年度さくら市一般会計補正予算
（第7号）に関する説明書
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( )

( )

( )

( )

給　与　費　明　細　書

１　特別職

（単位：千円）

給　与　費

職員数 期末手当

　（人） 年間支給率(月分)

9,129

3.30

23,435

3.30

その他の

特 別 職

10,839

3.30

23,435

3.30

その他の

特 別 職

その他の

特 別 職

区　分 共済費 合　計
報　酬 給　料

その他
の手当

計

長　等 3 25,393 215 34,737 6,800 41,537

議　員 18 74,100 97,535 24,676 122,211

1,033 91,115 91,115 91,115

計 1,054 165,215 25,393 32,564 215 223,387 31,476 254,863

長　等 3 27,180 137 38,156 6,800 44,956

議　員 18 74,100 97,535 24,676 122,211

1,033 89,690 89,690 89,690

計 1,054 163,790 27,180 34,274 137 225,381 31,476 256,857

長　等 0 △ 1,787 △ 1,710 78 △ 3,419 0 △ 3,419

議　員 0 0 0 0 0 0

0 1,425 1,425 1,425

計 0 1,425 △ 1,787 △ 1,710 78 △ 1,994 0 △ 1,994

補
正
後

補
正
前

比

較
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( )

( )

( )

２　一般職

（１）総括

（単位：千円）

職員数 給　与　費

　　（人） 報　酬 給　料 職員手当 計

330

362

338

364

△ 8

△ 2

（単位：千円）

補正後 25,599 34,157 18,908 883 135,266 2,265

補正前 25,764 35,032 18,167 883 131,666 2,265

比　較 △ 165 △ 875 741 0 3,600 0

職員手当

補正後 34,326 318,003 185,437 17,065 0 297

の 内 訳 補正前 34,326 326,690 192,758 17,000 0 297

比　較 0 △ 8,687 △ 7,321 65 0 0

補正後 0 0

補正前 0 0

比　較 0 0

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

区　分 共済費 合　計 備考

補正後 423,970 1,239,251 772,206 2,435,427 454,988 2,890,415

補正前 423,209 1,279,224 784,848 2,487,281 454,876 2,942,157

比　較 761 △ 39,973 △ 12,642 △ 51,854 112 △ 51,742

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当
宿日直手当

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

区　分 地域手当 寒冷地手当
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( )

( )

( )

　ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

職員数 給　与　費

　　（人） 報　酬 給　料 職員手当 計

5

309

5

311

0

△ 2

（単位：千円）

補正後 25,599 17,470 18,908 883 127,679 2,265

補正前 25,764 18,371 18,167 883 124,079 2,265

比　較 △ 165 △ 901 741 0 3,600 0

職員手当

補正後 34,326 249,967 185,437 17,065 0 297

の 内 訳 補正前 34,326 258,654 192,758 17,000 0 297

比　較 0 △ 8,687 △ 7,321 65 0 0

補正後 0 0

補正前 0 0

比　較 0 0

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

区　分 共済費 合　計 備考

補正後 0 1,100,852 679,896 1,780,748 359,502 2,140,250

補正前 0 1,140,825 692,564 1,833,389 359,502 2,192,891

比　較 0 △ 39,973 △ 12,668 △ 52,641 0 △ 52,641

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当
宿日直手当

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

区　分 地域手当 寒冷地手当

-46-



( )

( )

( )

　イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

職員数 給　与　費

　　（人） 報　酬 給　料 職員手当 計

325

53

333

53

△ 8

0

（単位：千円）

補正後 0 16,687 0 0 7,587 0

補正前 0 16,661 0 0 7,587 0

比　較 0 26 0 0 0 0

職員手当

補正後 0 68,036 0 0 0 0

の 内 訳 補正前 0 68,036 0 0 0 0

比　較 0 0 0 0 0 0

補正後 0 0

補正前 0 0

比　較 0 0

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

区　分 共済費 合　計 備考

補正後 423,970 138,399 92,310 654,679 95,486 750,165

補正前 423,209 138,399 92,284 653,892 95,374 749,266

比　較 761 0 26 787 112 899

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当
宿日直手当

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

区　分 地域手当 寒冷地手当
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細（※会計年度任用職員は含まない。）

（単位：千円）

区　分 増減額 増減事由別内訳 説　明 備　考

給　料 △ 39,973

　給与改定に
　伴う増減分

　昇給に伴う
　増加分

　その他の
　増減分

△ 39,973 職員異動等

職　員
手　当

△ 12,668

　制度改正に
　伴う増減分

　その他の
　増減分

△ 12,668 　職員異動等
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（単位：千円）

国・県 地方債 その他

3-議会だより印刷製
本費

2,000
令和3年度　　
令和4年度

2,000 2,000

3-広報さくら印刷製
本費

9,701
令和3年度　　
令和4年度

9,701 9,701

3-さくら市営駐車場
指定管理委託

31,500
令和3年度　　
令和8年度

31,500 31,500 0

3-社会福祉施設管理
運営業務

26,215
令和3年度　　
令和8年度

26,215 26,215

3-南小学童保育セン
ター指定管理業務委
託

115,000
令和3年度　　
令和8年度

115,000 75,000 40,000

3-氏家児童センター
指定管理業務委託

235,000
令和3年度　　
令和8年度

235,000 120,000 115,000

3-総合交流ターミナ
ル管理業務委託

247,000
令和3年度　　
令和8年度

247,000 247,000

3-さくら市温泉浴場
（第1、第2）管理業
務委託

150,400
令和3年度　　
令和8年度

150,400 150,400

3-道路管理業務委託 54,000
令和3年度　　
令和4年度

54,000 54,000

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

前年度末まで
の支出見込額

当該年度以降
の支出予定額

左の財源内訳

特　定　財　源事　　　　　項 限 度 額

期　間 金　額 期　間 金　額
一　般　
財　源
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（単位：千円）

起債見込額 元金償還見込額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ａ＋Ｂ－Ｃ）

１　普　通　債 14,029,164 13,611,863 1,973,045 1,724,470 13,860,438 

（１）総務 5,689,486 5,816,991 993,745 693,472 6,117,264 

（２）民生 435,948 372,104 34,800 74,442 332,462 

（３）衛生 330,697 329,659 22,200 26,263 325,596 

（４）農林水産 674,483 602,766 38,700 89,162 552,304 

（５）商工 0 33,800 58,300 1,690 90,410 

（６）土木 2,920,992 2,711,951 357,200 397,129 2,672,022 

（７）消防 702,831 623,324 43,100 83,941 582,483 

（８）教育 3,274,727 3,121,268 425,000 358,371 3,187,897 

２　災害復旧費 69,032 90,594 0 1,601 88,993 

（１）公共土木施設 29,557 41,944 0 1,176 40,768 

（２）農林水産業施設 39,475 48,650 0 425 48,225 

（３）その他公共施設 0 0 0 0 0 

合　　　計 14,098,196 13,702,457 1,973,045 1,726,071 13,949,431 

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込額

区　　　分

前々年度末
現在高

前年度末
現在高見込額

当該年度末
現在高見込額
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議案第 4 号

令和 3 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業

特別会計補正予算（第 1 号）

令和 3 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計

の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 188 万 7 千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 億 645 万 8 千円と

する。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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令和3年度氏家都市計画事業上阿久津台地
土地区画整理事業特別会計補正予算

（第1号）に関する説明書
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( )

( )

( )

給　与　費　明　細　書

１　一般職

（１）総括

（単位：千円）

職員数 給　与　費

　　（人） 報　酬 給　料 職員手当 計

0

3

0

3

0

0

（単位：千円）

補正後 0 134 330 48 2,000 0

補正前 0 110 330 48 2,000 0

比　較 0 24 0 0 0 0

職員手当

補正後 0 2,626 1,936 0 0 0

の 内 訳 補正前 0 2,491 1,836 0 0 0

比　較 0 135 100 0 0 0

補正後 0 0

補正前 0 0

比　較 0 0

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

区　分 共済費 合　計 備考

補正後 0 11,766 7,074 18,840 3,300 22,140

補正前 0 11,081 6,815 17,896 3,300 21,196

比　較 0 685 259 944 0 944

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当
宿日直手当

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

区　分 地域手当 寒冷地手当
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細（※会計年度任用職員は含まない。）

（単位：千円）

区　分 増減額 増減事由別内訳 説　明 備　考

給　料 685

　給与改定に
　伴う増減分

　昇給に伴う
　増加分

　その他の
　増減分

685 職員異動等

職　員
手　当

259

　制度改正に
　伴う増減分

　その他の
　増減分

259 　職員異動等
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議案第 5 号

令和 3 年度さくら市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

令和 3 年度さくら市後期高齢者医療特別会計の補正予算（第 1 号）は、

次に定めるところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 588 万 9 千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 億 6,550 万円とす

る。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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令和3年度さくら市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第1号）に関する説明書
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議案第 6 号

令和 3 年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 3 年度さくら市介護保険特別会計の補正予算（第 2 号）は、次に

定めるところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,364 万 1 千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 34 億 5,723 万 1 千

円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

-85-



-86-



-87-



-88-



-89-



-90-



令和3年度さくら市介護保険特別会計補正予算
（第2号）に関する説明書
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( )

( )

( )

給　与　費　明　細　書

１　一般職

（１）総括

（単位：千円）

職員数 給　与　費

　　（人） 報　酬 給　料 職員手当 計

0

9

0

8

0

1

（単位：千円）

補正後 438 590 240 15 3,400 0

補正前 678 435 456 15 3,400 0

比　較 △ 240 155 △ 216 0 0 0

職員手当

補正後 0 6,813 4,942 0 0 0

の 内 訳 補正前 0 6,165 4,439 0 0 0

比　較 0 648 503 0 0 0

補正後 0 0

補正前 0 0

比　較 0 0

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

区　分 共済費 合　計 備考

補正後 0 31,064 16,438 47,502 9,803 57,305

補正前 0 27,321 15,588 42,909 8,284 51,193

比　較 0 3,743 850 4,593 1,519 6,112

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当
宿日直手当

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

区　分 地域手当 寒冷地手当
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細（※会計年度任用職員は含まない。）

（単位：千円）

区　分 増減額 増減事由別内訳 説　明 備　考

給　料 3,743

　給与改定に
　伴う増減分

　昇給に伴う
　増加分

　その他の
　増減分

3,743 職員異動等

職　員
手　当

850

　制度改正に
　伴う増減分

　その他の
　増減分

850 　職員異動等
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議案第7号

令和3年度さくら市水道事業会計補正予算（第1号）

（総　則）
第1条　令和3年度さくら市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）
第2条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりとする。

事項 期間 限度額
令和3年度から
令和4年度まで
令和3年度から
令和4年度まで

令和3年11月30日提出
さくら市長　뤷塚　隆志

次亜塩素酸ナトリウム購入 2,316千円

水道メーター購入 15,064千円
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債務負担行為に関する調書

　（単位：千円）

事　　項 限度額

前年度末までの支払義務
発生（見込）額

当該年度以降の支払義務発
生予定額

左の財源
内訳

期　間 金　額 期　間 金　額 営業収益

3-次亜塩素酸ナトリ
ウム購入

2,316 - -
令和3年度から
令和4年度まで

2,316 2,316

3-水道メーター購入 15,064 - -
令和3年度から
令和4年度まで

15,064 15,064
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議案第8号

令和3年度さくら市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総　則）
第1条　令和3年度さくら市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところに
　　　よる。

（債務負担行為）
第2条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりとする。

事項 期間 限度額
令和3年度から
令和4年度まで
令和3年度から
令和5年度まで

　　令和3年11月30日提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さくら市長　뤷塚　隆志

汚水桝設置等業務委託 35,000千円

排水設備計画確認審査
及び完了検査委託業務

 4,000千円
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　（単位：千円）

債務負担行為に関する調書

事　　項 限度額

前年度末までの支払義務発
生（見込）額

当該年度以降の支払義務発
生予定額

左の財源内訳

期　間 金　額 期　間 金　額 営業収益

3-汚水桝等設置業務委
託

35,000 - -
令和3年度から
令和4年度まで

35,000 35,000

3-排水設備計画確認審
査及び完了検査委託業
務

4,000 - -
令和3年度から
令和5年度まで

4,000 4,000
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議案第 9 号

指定管理者の指定について

下記のとおり指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求

める。

記

1 管理を行わせる公の施設

2 指定管理者となる団体

所在地 さくら市氏家 4504 番地 1

名 称 氏家商工会

代表者 会長 加藤 有

3 指定の期間

令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

所 在 地 名 称

さ く ら 市 氏 家 24 3 1 番 地 1 さ く ら 市 営 上 町 第 1 駐 車 場

さ く ら 市 氏 家 23 8 0 番 地 1 さ く ら 市 営 上 町 第 2 駐 車 場

さ く ら 市 氏 家 23 7 9 番 地 5 さ く ら 市 営 上 町 第 3 駐 車 場

さ く ら 市 氏 家 26 7 8 番 地 1 さ く ら 市 営 石 町 駐 車 場

さ く ら 市 蒲 須 坂 68 7 番 地 16 さ く ら 市 営 蒲 須 坂 駅 駐 車 場

さ く ら 市 氏 家 18 5 7 番 地 3 さ く ら 市 営 氏 家 駅 東 口 駐 車 場
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議案第 10 号

指定管理者の指定について

下記のとおり指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求

める。

記

1 管理を行わせる公の施設

2 指定管理者となる団体

所在地 さくら市喜連川 904 番地

名 称 社会福祉法人 さくら市社会福祉協議会

代表者 会長 田中 耕一

3 指定の期間

令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

所 在 地 名 称

さくら市喜連川 904 番地 さくら市喜連川社会福祉センター

さくら市櫻野 1329 番地 さくら市氏家福祉センター

さくら市喜連川 904 番地 さくら市生きがいセンター
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議案第 11 号

指定管理者の指定について

下記のとおり指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求

める。

記

1 管理を行わせる公の施設

所在地 さくら市馬場 96 番地 1

名 称 さくら市氏家児童センター

2 指定管理者となる団体

所在地 東京都港区芝四丁目 13 番 3 号 PMO 田町東 10F

名 称 株式会社 明日葉

代表者 代表取締役 大隈 太嘉志

3 指定の期間

令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 12 号

指定管理者の指定について

下記のとおり指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求

める。

記

1 管理を行わせる公の施設

所在地 さくら市上阿久津 1774 番地 4

名 称 さくら市南小学童保育センター

2 指定管理者となる団体

所在地 さくら市喜連川 1025 番地

名 称 社会福祉法人 養徳園

代表者 理事長 野沢 浩尉

3 指定の期間

令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 13 号

指定管理者の指定について

下記のとおり指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求

める。

記

1 管理を行わせる公の施設

2 指定管理者となる団体

所在地 さくら市喜連川 6620 番地 1

名 称 一般財団法人 さくら市観光施設管理協会

代表者 理事長 関 一男

3 指定の期間

令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

所 在 地 名 称

さ く ら 市 喜 連 川 62 2 0 番 地 1 さ く ら 市 第 1 温 泉 浴 場

さ く ら 市 喜 連 川 87 1 番 地 1 さ く ら 市 第 2 温 泉 浴 場
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議案第 14 号

指定管理者の指定について

下記のとおり指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求

める。

記

1 管理を行わせる公の施設

所在地 さくら市喜連川 4145 番地 10

名 称 さくら市総合交流ターミナル

2 指定管理者となる団体

所在地 さくら市喜連川 4145 番地 10

名 称 株式会社 道の駅きつれがわ

代表者 代表取締役 뤷塚 隆志

3 指定の期間

令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 15 号

市道路線の認定について

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 8 条第 2 項の規定により、市道路

線を認定するため、議会の議決を求める。

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

整理

番号
路 線 名 起 点 終 点

1 市道Ｕ1616 号 さくら市氏家 さくら市氏家

2 市道Ｕ1617 号 さくら市氏家 さくら市氏家

3 市道Ｕ1618 号 さくら市氏家 さくら市氏家

4 市道Ｕ1619 号 さくら市氏家 さくら市氏家

5 市道Ｕ1620 号 さくら市氏家 さくら市氏家

6 市道Ｕ1621 号 さくら市氏家 さくら市氏家

7 市道Ｕ1622 号 さくら市氏家 さくら市氏家

8 市道Ｕ1623 号 さくら市氏家 さくら市氏家

9 市道Ｕ1624 号 さくら市氏家 さくら市氏家

10 市道Ｕ1625 号 さくら市氏家 さくら市氏家

11 市道Ｕ1626 号 さくら市押上 さくら市押上

12 市道Ｕ1627 号 さくら市押上 さくら市押上

13 市道 K3307 号 さくら市鹿子畑 さくら市金枝
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議案第 16 号

南和田辺地に係る総合整備計画の変更について

南和田辺地に係る公共的設備を総合的に整備するため、別紙のとおり

総合整備計画を変更したいので、辺地に係る公共的施設の総合整備のた

めの財政上の特別措置等に関する法律（昭和 37 年法律第 88 号）第 3 条

第 1 項及び第 8 項の規定により、議会の議決を求める。

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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総 合 整 備 計 画 書

栃木県さくら市 南和田辺地

（辺地の人口 222 人 面積 2.6k ㎡）

1 辺地の概況

(1) 辺地を構成する町又は字の名称

栃木県さくら市南和田

(2) 地域の中心の位置

栃木県さくら市南和田 519 番地２

(3) 辺地度点数

109 点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

南和田地域は、さくら市の北部に位置し、通称「喜連川丘陵」と呼ばれる丘陵の間に

集落が点在する農村地帯である。

地域内を一級河川である江川が貫流し、その沿岸には肥沃な水田地帯が形成されてお

り、基幹作物である水稲栽培をはじめとして、にら、なす等の園芸作物の栽培、更には

肉用牛の繁殖、肥育等による畜産も盛んな地域である。

しかし、近年では、農業従事者の高齢化・後継者不足という課題が深刻化しており、

それに対する打開策として、農業の機械化・集約化が促進されていることから、大型の

農耕車が長距離を移動する必要性が高まっているが、既存の農道は幅員が狭く、大型農

耕車の通行に支障をきたしているため、早急に農道の改良が必要である。

その他、地域内で県道の整備は完了しているが、基幹となる県道に接続し複数の集落

間をつなぐ生活道路となっている市道は、幅員が狭小なものがあり、特に市道 K3051 号

については、緊急車両及び大型農耕車の走行の支障をきたしており、農業従事者の候補

となり得る若年層世帯の定住の妨げになっていることが指摘されていることから、早急

に改良を行う必要がある。
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3 公共的施設の整備計画

令和 3年度から令和 6年度 4年間 （単位：千円）

区 分

事業主体名

施設名

事業費

財 源 内 訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額
特定財源 一般財源

市道 K3051 号 ・

K3052 号
さくら市 70,000 30,000 40,000 40,000

南和田農道19-1-1

号・19-1-2 号
さくら市 13,500 6,750 6,750 6,750

南和田農道 17-2

号
さくら市 16,000 8,000 8,000 8,000

南和田農道18-1-1

号
さくら市 21,000 10,500 10,500 10,500

南和田農道18-1-2

号・18-1-3 号
さくら市 16,000 8,000 8,000 8,000
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報告第 1 号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 2 項の規定により、

議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分した

ので報告する。

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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専決処分第 8 号

専決処分書

地方自治法第 180 条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定さ

れた市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。

令和 3 年 10 月 18 日

さくら市長 뤷 塚 隆 志

市は、道路の管理瑕疵により物件に与えた事故による損害賠償の額を

次のとおり決定する。

1 損害賠償の相手方

住所 栃木県さくら市氏家 2681 番地 4

氏名 國安 博之

2 事故の概要

令和 3 年 7 月 17 日午後 5 時 00 分頃、國安氏が市道を車で走行して

いたところ、道路側溝の一部が破損し、タイヤ及びホイールに損傷を

与えた。

3 損害賠償の額 89,540 円
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諮問第 1 号

人権擁護委員候補者の推薦について

下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委

員法（昭和 24 年法律第 139 号）第 6 条第 3 項の規定により、議会の意見

を求める。

記

住 所 さくら市馬場 1021 番地

氏 名 小 堀 俊 子

生年月日 昭和 29 年 7 月 24 日

令和 3 年 11 月 30 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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